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医療法施行に係る要綱（令和７年４月１１日医推第７０号） 新旧対照表 

（下線の部分は改正部分） 

  

改正後 改正前 

医療法施行に係る要綱 

 

目次 

 

第一章 総則（第一条） 

第一章の二 医療に関する情報の報告（第一条の二） 

第二章 病院、診療所及び助産所の開設（第二条―第十三条） 

第三章 病院、診療所及び助産所の管理（第十四条―第十八条） 

第四章 診療用放射線（第十九条―第二十七条） 

第五章 医療法人（第二十八条―第三十七条） 

第六章 地域医療連携推進法人（第三十八条―第四十七条） 

附則 

医療法施行に係る要綱 

 

目次 

 

第一章 総則（第一条） 

第一章の二 医療に関する情報の報告（第一条の二） 

第二章 病院、診療所及び助産所の開設（第二条―第十三条） 

第三章 病院、診療所及び助産所の管理（第十四条―第十八条） 

第四章 診療用放射線（第十九条―第二十七条） 

第五章 医療法人（第二十八条―第三十七条） 

（新設） 

附則 

 

第一章 総則 

（趣旨） 

第一条 医療法（昭和23年法律第205号。以下「法」という。）に基づく知事への報告、申請又は届出

については、この要綱の定めるところによる。 

 

第一章の二 医療に関する情報の報告 

第一条の二 法第六条の三第一項及び第二項の規定による知事への報告は、別に定める方法により行う

ものとする。 

 

第二章 病院、診療所及び助産所の開設 

（開設許可申請書） 

第二条 医療法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 50 号。以下「規則」という。）第一条の十四第一項の

規定による病院又は診療所の開設許可申請書は、様式第一号によらなければならない。 

第三条 規則第二条第一項の規定による助産所の開設許可申請書は、様式第二号によらなければならな

い。 

（開設許可事項の変更許可申請書） 

第四条 規則第一条の十四第三項及び第二条第二項の規定による病院、診療所又は助産所の開設許可事

項の変更許可申請書は、様式第三号によらなければならない。 

 

第一章 総則 

（趣旨） 

第一条 医療法（昭和23年法律第205号。以下「法」という。）に基づく知事への報告、申請又は届出

については、この要綱の定めるところによる。 

 

第一章の二 医療に関する情報の報告 

第一条の二 法第六条の三第一項及び第二項の規定による知事への報告は、別に定める方法により行う

ものとする。 

 

第二章 病院、診療所及び助産所の開設 

（開設許可申請書） 

第二条 医療法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 50 号。以下「規則」という。）第一条の十四第一項の

規定による病院又は診療所の開設許可申請書は、様式第一号によらなければならない。 

第三条 規則第二条第一項の規定による助産所の開設許可申請書は、様式第二号によらなければならな

い。 

（開設許可事項の変更許可申請書） 

第四条 規則第一条の十四第三項及び第二条第二項の規定による病院、診療所又は助産所の開設許可事

項の変更許可申請書は、様式第三号によらなければならない。 
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改正後 改正前 

（開設又は設置届） 

第五条 （略） 

第六条 法第八条第一項の規定による診療所の開設届は様式第五号に、同条の規定による助産所の開設

届は様式第六号によらなければならない。 

２ 法第八条第二項の規定によるオンライン診療受診施設の設置届は様式第六号の二によらなければ

ならない。 

（開設許可事項、開設届出事項又は設置届出事項の変更届） 

第七条 （略） 

第八条 （略） 

２ （略） 

３ 政令第四条第四項の規定によるオンライン診療受診施設の設置届出事項の変更届は、様式第九号の

二によらなければならない。 

（診療所病床設置等許可申請書） 

第九条 （略） 

（診療所病床設置等届） 

第十条 （略） 

（地域医療支援病院の名称承認申請書） 

第十一条  （略） 

（休止及び再開届） 

第十二条  （略） 

２ 法第八条の二第二項の規定によるオンライン診療受診施設の休止届は様式第十三号の二に、同

項の規定による休止したオンライン診療受診施設の再開届は様式第十四号の二によらなければな

らない。 

（廃止届等） 

第十三条 法第九条第一項の規定による病院、診療所又は助産所の廃止届は、様式第十五号に、同項の

規定によるオンライン診療受診施設の廃止届は、様式第十五号の二によらなければならない。 

２ 法第九条第二項の規定による病院、診療所又は助産所の開設者死亡又は失そう届は、様式第十六号

に、同項の規定によるオンライン診療受診施設の設置者死亡又は失そう届は、様式第十六号の二によ

らなければならない。 

 

（開設届書） 

第五条 （略） 

第六条 法第八条の規定による診療所の開設届は様式第五号に、同条の規定による助産所の開設届は様

式第六号によらなければならない。 

（新設） 

 

（開設許可事項又は開設届出事項の変更届） 

第七条 （略） 

第八条 （略） 

２ （略） 

（新設） 

 

（診療所病床設置等許可申請書） 

第九条 （略） 

（診療所病床設置等届） 

第十条  （略） 

（地域医療支援病院の名称承認申請書） 

第十一条  （略） 

（休止及び再開届） 

第十二条  （略） 

（新設） 

 

 

（廃止届等） 

第十三条 法第九条第一項の規定による病院、診療所又は助産所の廃止届は、様式第十五号によらなけ

ればならない。 

２ 法第九条第二項の規定による病院、診療所又は助産所の開設者死亡又は失そう届は、様式第十六号

によらなければならない。 
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改正後 改正前 

 

第三章 病院、診療所及び助産所の管理 

（略） 

 

第四章 診療用放射線 

（略） 

 

第五章 医療法人 

（略） 

 

第六章 地域医療連携推進法人 

（設立認定申請書） 

第三十八条 法第七十条の二の規定による地域医療連携推進法人の医療連携推進認定申請書は、様式第

五十一号によらなければならない。 

（解散の認可申請書） 

第三十九条 法第七十条の十五において読み替えて準用する法第五十五条第六項による地域医療連携

推進法人の解散認可申請書は、様式第五十二号によらなければならない。 

（解散届） 

第四十条 法第七十条の十五において読み替えて準用する法第五十五条第八項による地域医療連携推

進法人の解散の届出は、様式第五十三号によらなければならない。 

（清算人就職届） 

第四十一条 法第七十条の十五において読み替えて準用する法第五十六条の六による地域医療連携推

進法人の清算人就職の届出は、様式第五十四号によらなければならない。 

（清算結了届） 

第四十二条 法第七十条の十五において読み替えて準用する法第五十六条の十一による地域医療連携

推進法人の清算結了の届出は、様式第五十五号によらなければならない。 

（定款変更の認可申請書） 

第四十三条 法第七十条の十八第一項において読み替えて準用する法第五十四条の九第三項による地

域医療連携推進法人の定款変更認可申請書は、様式第五十六号によらなければならない。 

（定款変更届） 

第四十四条 法第七十条の十八第一項において読み替えて準用する法第五十四条の九第五項による地

域医療連携推進法人の定款変更の届出は、様式第五十七号によらなければならない。 

 

第三章 病院、診療所及び助産所の管理 

（略） 

 

第四章 診療用放射線 

（略） 

 

第五章 医療法人 

（略） 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

（代表理事選定の認可申請書） 

第四十五条 法第七十条の十九第一項による地域医療連携推進法人の代表理事選定認可申請書は、様式

第五十八号によらなければならない。 

（代表理事解職の認可申請書） 

第四十六条 法第七十条の十九第一項による地域医療連携推進法人の代表理事解職認可申請書は、様式

第五十九号によらなければならない。 

（医療連携推進認定の取消申請書） 

第四十七条 法第七十条の二十一第二項第二号による地域医療連携推進法人の医療連携推進認定取消

申請書は、様式第六十号によらなければならない。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この要綱は令和７年４月１１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による施行前の医療法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして

使用することができる。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この改正は令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則 

（施行期日） 

１ この要綱は令和７年４月１１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による施行前の医療法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして

使用することができる。 
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 

 

 



10 

 

 

改正後 改正前 
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

  

（新設） 
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改正後 改正前 

  

（新設） 
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改正後 改正前 

  

（新設） 
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改正後 改正前 

  

（新設） 
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改正後 改正前 

  

（新設） 
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改正後 改正前 

 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

 

 

 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

 

 

 

（新設） 

 



26 

 

  

改正後 改正前 

 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

 

 

 

（新設） 

 


